
- 1 - 

 

おもてなし交流プログラム２０２４（地域連携部門）  出展募集要項 

１ 趣旨                                                 

令和６年３月から５月に開催される「百年後芸術祭－内房総アートフ

ェス－」のアート作品展示等のために市原市を訪れる観光客向けに、地

域住民がアートや文化を通して、観光客をもてなすことで、観光客が、ま

た訪れたくなる魅力の発信、関わりたくなる共感を醸成する目的のた

め、地域住民、文化・芸術団体、学校、事業者等が主体となった「地域

連携」・「学校連携」・「食」のプログラムを提供する。 

 

【「おもてなし交流プログラム」全体イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

2 実施概要                                              

(1) 会期 

「百年後芸術祭－内房総アートフェス－」アート作品展示期間内の下記日程【２３日間】 
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(2) 会場 

旧内田小学校（市原市島田２０番地） 

 

 

3 募集内容                                                 

(1) ワークショップ・体験プログラム・イベント等（並行しての作品展示・販売は可） 

(2) 物販（手工芸品・土産物等）  

※その場で飲食を伴うような飲食店・飲食物の販売については、食連携部門で募集 

4 応募資格                                              

 下記条件を全て満たす方 

 市原市内に在住、在勤、在学または活動実績がある方（プロ・アマ・個人・団体等は問いません）。 

 「おもてなし交流プログラム 2024」ガイドブック等広報物への情報掲載にご協力いただける方。 

 実施後のアンケート、売り上げ報告にご協力いただける方。 

 暴力団・暴力団員等反社会勢力に該当しない方。 

 出展している時間において、出展者から１名以上、係員を常駐できる方。 

5 募集要件                                              

(1) 出展日 

「2 実施概要 (1)会期」に記載の期間中、2日以上の出展が可能な方 
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※必ずしも、連続２日間である必要はありません。 

(2) 出展時間 

各日 10：00～16：00 （前後の時間で搬入出を実施） 

(3) 出展料 

無料  〇出展に必要な準備・管理・運営（ワークショップの予約管理、受付等）は出展者が行い、 

     事故等の責任は出展者が負うこととします。 

(4) 出展会場 

旧内田小学校体育館 

（※イベントの内容により、体育館以外（校庭や普通教室棟等）を使用したい場合は要相談。） 

(5) 旧内田小学校体育館規格 

・体育館の広さ：【アリーナ部分】縦 30.17ｍ×横 18ｍ  【ステージ部分】縦 4.68ｍ×横 9ｍ 

※体育館を、４区画から５区画程度に分割したブースで出展をお願いする予定です。) 

※ステージ部分で演舞等を行う場合、ステージ前の出展スペースの一部を観客席に変更する可能

性があるため、出展スペースが狭くなる場合がございます。あらかじめ、御了承ください。） 

・搬入する場合の体育館玄関間口：幅 1.6ｍ×高さ 1.9ｍ程度 

※出展区画位置・広さは協議のうえ決定します。 

 

(6)  備品等 

 屋内では火気の取り扱いは原則できません。 

 ゴミは各自で責任をもって処理してください。 

 スタッフの配置は、会場入り口の受付のみとなります。 

 ワークショップ等の予約受付等は各団体での対応をお願いします。 

 長机・椅子・学童机の貸し出し可能です（数に限りがあります）。それ以外の物品は、出展者側で

準備をお願いいたします。 

6 補助金                                               

  ・以下の経費につきまして、補助対象経費として、最大１０万円の補助金を交付させていただきます。なお、

補助金の支出に関しては、２日間以上の出展を予定している方に限ります。 

(1) 作品展示及び会場装飾にかかる材料費・運搬費・備品費等の経費 

(２) ワークショップにかかる講師用消耗品費・材料費・運搬費等の経費 

(３) イベント、ダンス及び演目にかかる消耗品費・材料費・運搬費等の経費 

(４) 補助対象事業の広告にかかる経費 
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  ・補助金を受け取る場合には、審査結果後、補助金の交付申請が必要です。 

  ※物販のみの出展の場合は、出展自体は可能ですが、補助金の交付対象とはなりません。 

  ※政治、宗教などに関する活動や公の秩序または善良の風俗を害し、又は害するおそれがある内容は、補

助金の交付対象とはなりません。 

  ※なお、令和 6年 4月以降に実施される出展への補助金に係る市の予算については、令和 5年 9月に

開催する市議会定例会で補正予算が成立し、示達されることが条件となっています。 

7 出展規約等                                             

(1) 出展資格 

出展者は市原市が定める趣旨に合う内容の出展を行う個人、団体、その他の主体に限定され、市

原市において出展内容が適するか否かを決定する権利を有します。 

(2) 出展区画の割り当て 

出展区画の割り当ては出展規模・出展内容・出展実績等を考慮の上、市原市が決定し、申請締め

切り後、申請者へ割り当て結果を通知します。 

(3) 転貸 

出展者は主催者の許可無く、出展区画の全部または一部を他者へ譲渡、貸与等をすることはでき

ません。 

(4) 出展の中止 

出展者が出展申込後に出展の全てまたは一部を中止する場合は、事前に必ず文書にて行わなけ

ればなりません。 

(5) 入場者資格 

 入場者は事前に市原市に氏名等を登録することにより入場できます。 

 入場者は募集要項に記載の事項を遵守する者に限定されます。 

(6) 写真撮影・ビデオ撮影 

出展の様子を市原市が写真・ビデオにより撮影する場合があります。撮影した素材は当プログラム

の広報等に使用させていただきます。 

(7) 出展マニュアル 

 出展における装飾方法や展示方法、取り決め等は、市原市の提供する「出展マニュアル」に規定

され、出展者はこれに従わなければなりません。 

 出展者は近隣の出展を妨害してはなりません。妨害、違反の有無は市原市が出展マニュアルの

規定をもとに最終判断を下し、出展者はこの判断に従うものとします。 

(8) 安全性 

出展者は、展示会場に適用される防火及び安全に関わる全ての規則、法規を厳守しなければなり

ません。 

(9) 損害責任 

 市原市は理由の如何を問わず、出展者およびその雇用者または関係者によって発生した、人お

よび物品に対する傷害、損害等に対して一切の責任を負いません。 

 出展者は、出展者およびその雇用者または関係者の不注意その他によって生じた、設備に対す
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る一切の損害について、ただちにその損害を賠償するものとします。 

 市原市は、ガイドブック、またその他のプロモーション用資料の中に偶発的に生じた誤字、脱字等

に関する責任は負わないものとします。 

(10) イベントの中止 

 市原市は、直接的にも間接的にも、自然災害の要素に帰すべき、あるいは、第三者の命令また

は指示に帰するイベントの中止によって発生した損害を出展者が被ることに責任を負いません。 

(11) 保険について 

 本イベントは、市民活動補償制度となります。補償制度の詳細は、下記ホームページをご覧くださ

い。なお、事前に加入手続きは不要です。 

https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=60238000ece4651c88c192e8 

8 応募方法                                             

市原市地方創生課へ必要書類をご郵送または電子メールにて送付ください。 

9 提出物                                               

(1) おもてなし交流プログラム２０２４（地域連携部門） 出展応募用紙 

(2) おもてなし交流プログラム２０２４（地域連携部門） 誓約書 

10 募集期間                                             

令和５年９月２９日（金）まで ※当日必着 

11 審査結果発表                                             

申請内容を審査し、ご応募いただいた方へ結果を通知させていただきます。 

12 主催・応募書類送付・問い合わせ先                                             

〒290-8501 千葉県市原市国分寺台中央１－１－１ 第１庁舎４階 

市原市 地方創生部 地方創生課 文化芸術振興係 

TEL：0436-26-6350  FAX：0436-23-7701  e-mail：chisou@city.ichihara.lg.jp 

1３ 本募集ホームページ                                      

おもてなし交流プログラム出展者募集ホームページ（市原市ウェブサイト） 

※ＱＲコードは右側 

・https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=64d980aaaa75bf56274a17dc 
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（参考）旧内田小学校について                                             

【体育館図面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学校全体の図面】 
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【参考】 前回（2021年春実施）の様子                                      

 

 

 

【参考】 前々回（2017年春実施）の様子                          

  

 

 

 

 

 

 


